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「休日指定予定日の公表と休日出勤」に関する申し入れ

今年１月、主に車両所の各職場に「休日指定予定日公表の廃止について」なる掲示物が

出された。その内容は、１．休日予定日公表の廃止について ２．休日勤務の申込みにつ

いての二点が記されていた。

組合はこの間繰り返し主張している通り、休日指定予定日の公表は、２０００年１０月

の協約改定時に会社が提案し組合との交渉後に、２００１年４月から現在まで約１６年間

に渡って運用されてきた「労使慣行」であり「既得権」である。このようなルールを、会

社の都合で一方的に廃止することは違法行為である。

この度の会社の行為によって職場では「年休が申し込めない」「これは休日勤務の奨励

・強要である」と多くの社員が混乱している。

よって、以下の対処をせず、職場の混乱を放置するようであれば、その責任の所在を明

確にするために、あらゆる方策をもって対処することを明らかにする。

記

１．「休日指定予定日公表の廃止」を撤回し、今まで通り前月１０日を目途に休日予定日

を公表すること。

２．「休日勤務」に際しては、奨励・強要を行わないこと。

以 上


